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環境の保全に関する施策の推進に当たって市町
村の果たす役割は重要なものとなっています。宮
城県環境基本条例（平成７年条例第１６号）では、
市町村の責務として「良好な環境の保全及び創造
に関し、当該市町村の区域の自然的社会的条件に
応じた施策を策定し、及び実施する責務を有す
る」と規定しています。このことを受けて環境基

本計画では市町村の役割として、地域特性を踏ま
えた独自の環境保全施策の推進、環境教育の推進
及び事業者・消費者の立場での環境保全活動の率
先実行などを提示しており、国・県に準じた施策
や独自の施策を各主体と連携・協力して積極的に
推進することが期待されています。

第１節　市町村の取組

環境政策課
１　市町村の役割

市町村独自の取組として、環境関連の条例の制
定や、各種計画を策定しています。この状況を、

表４−１−１に示します。

２　環境関連条例・計画の制定・策定
環境政策課

第４部　環境保全に関する各主体の取組

▼表４−１−１　市町村環境基本条例制定状況（平成２７年４月１日現在）
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○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○環境基本条例

○○○公害防止条例

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○地域環境基本計画

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○地球温暖化対策の推進に係る実行計画

○○○○○○○○○環境物品等の調達に関する計画（方針）

○○○○○環境マネジメントシステムの構築

1　環境基本条例の制定
環境基本条例は、公害の防止や自然環境の保全
など個別分野のみを対象とするのではなく、良好
な環境の保全や創造に関する施策等について、市
町村の基本的姿勢を示すものです。平成２８年４月
１日現在で、１３市７町において制定されています。

2　公害防止条例の制定
公害防止条例は、市町村において、各公害規制
法を補完するなど公害防止施策の総合的な推進を
図ること、その市町村の区域の自然的社会的条件
に応じた特定の公害を防止することなどを目的と
しています。

3　総合的な地域環境計画の策定
総合的な地域環境計画は、市町村の環境の保全
に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るた

め、環境の保全に関する総合的かつ長期的な施策
の大綱等を定めるものです。平成２８年４月１日現
在で、１３市８町において策定されています。

4　地球温暖化対策の推進に関する法律に
基づく実行計画の策定
「地球温暖化対策の推進に関する法律」（平成１０
年法律第１１７号）第２０条の３に基づき、都道府県及
び市町村は自らの事務及び事業に伴う温室効果ガ
ス排出抑制を行う目的で、実行計画の策定が求め
られています。平成２８年４月１日現在で、１２市１２
町１村において策定されています。
なお、平成２０年６月の法改正により、自らの事

務及び事業に関する計画に加え、都道府県、指定
都市、中核市及び特例市においては、区域の温室
効果ガスの排出抑制についての施策の策定が義務
付けられています。

※　各市町村における条例・計画の名称や制定年月日は、環境政策課ホームページ内の「平成28年版宮城県環境白書＜資料編＞」にてご覧いただ
くことができます。
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第４部　環境保全に関する各主体の取組

5　環境物品等調達方針の策定
環境物品等の調達方針は、「国等による環境物

品等の調達の推進等に関する法律」（平成１２年法律
第１００号。以下、「グリーン購入法」という。）第１０
条に基づき、毎年度、物品等の調達に関し、環境
物品等の調達の推進を図るために策定するもので
す。平成２８年４月１日現在で、７市２町で策定さ
れています。
 

6　環境マネジメントシステムの構築
国際標準化機構が定めた環境マネジメントシス

テムの国際規格であるISO１４００１の認証を取得し、
あるいはそれまでのISO１４００１第三者認証のもと
での実績を活かし、第三者認証によらず自己宣言
や自主規格の運営により、市町村自らの事務事業
における環境負荷の低減と環境保全・創造のため
の施策を積極的に推進する取組が行われています。
平成２８年４月１日現在で、４市１町において構

築されています。

自然環境の保全・創造に向けた取組として、住
民や民間団体が行う樹木の植栽や花壇づくりに対
して、多くの市町村が助成などの支援を行ってい
ます。
また、緑を保全する上で重要な施策である保存

樹・保存樹木の指定についても、各市町で独自の
制度を設けています。
さらに、開発等に対する抜本的な保全施策であ

る土地の公有地化については、仙台市において｢
杜の都の環境をつくる条例｣（平成18年仙台市条例

第47号）に基づき、市街地周辺に残された民有地
の緑を保存緑地に指定し、保全が図られていま
す。緑地保全協定を締結した保存緑地は、固定資
産税や都市計画税などが免除されるとともに、土
地所有者に対しては、保存緑地指定交付金及び保
存緑地保全協力援助金が交付されています。

３　自然環境の保全・創造に向けた取組　
環境政策課

※各市町村における詳細な内容は、環境政策課ホームページ内の「平
成２８年版宮城県環境白書＜資料編＞」にてご覧いただくことができ
ます。
（http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/
kankyo-s/hakusyofram.html）

５　環境保全に関する普及啓発　

県民一人一人が環境とのかかわりなどについて
理解を深め、環境保全活動を行う意欲を促すた
め、市町村においても積極的な普及啓発活動が行
われています。
各市町村は、環境の日・環境月間におけるイベ

ント等を含め、自然とのふれあい活動などの体験
学習、講演会及びシンポジウム等を開催していま
す。特に、地球温暖化や住民に身近なごみの減

量・分別・リサイクルをテーマとするものが多く
開催されています。
また、環境保全に関する冊子、ごみ収集カレン

ダー及びごみ分別回収に関するリーフレット等が
各市町村で作成・配布されています。

環境政策課

※各市町村の具体的な取組内容は、環境政策課ホームページ内の「平
成２８年版宮城県環境白書＜資料編＞」の表４－１－７及び表４－１－８に
てご覧いただくことができます。
（http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kankyo-s/
hakusyofram.html） 

市町村は、各家庭や地域ぐるみの環境負荷低減
に向けた活動に対して、助成などの支援措置を講
じています。各家庭での活動の支援としては、生
ごみのたい肥化容器や処理装置の購入等に対する
助成など、ごみの減量・資源化に向けた活動への
支援が多くの市町村で実施されています。
また、近年は、住宅用太陽光発電設備を設置す

る個人に対する補助金交付事業が増えており、自
然エネルギーの利用促進と住民の環境意識の高揚
が期待されます。

地域ぐるみの活動の支援としては、缶、ビンな
どの資源ごみを回収した団体等に対し、回収量に
応じた奨励金を交付する支援制度や、地域の美化
活動を推進するため、不法投棄防止パトロール等
を実施する環境美化推進員の委嘱などの取組も実
施されています。

４　環境負荷の低減に向けた取組
環境政策課

※各市町村の具体的な取組内容は、環境政策課ホームページ内の「平
成２８年版宮城県環境白書＜資料編＞」にてご覧いただくことができ
ます。（資料編表４－１－４～４－１－５）
（http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kankyo-s/
hakusyofram.html）
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▼表４−１−２　市町村の取組に対する県の支援制度等（平成２７年度）

６　市町村の取組に対する県の支援制度等

県は、市町村の環境保全に関する取組に対して、各種支援制度等を設けています。

担当課制　　　　　度　　　　　概　　　　　要制度名称

環境政策課

　地域の喫緊の環境課題に対応するため、市町村が実施する事業に対し、交付金を交付する。

◆　メニュー選択型事業の実施
以下の６つのメニューから、市町村が地域の実情に応じて実施する事業への交付金。
①　公共施設、学校等におけるCO２削減対策
②　照明（街灯、商店街等）のLED化
③　自然環境保全
④　野生鳥獣対策
⑤　環境緑化推進
⑥　省エネ機器導入支援

◆　提案型事業の実施
メニュー提案型事業に示す６つの事業分類を複合的に取り入れるなど、市町村の創意工夫に
より地域の課題解決に向け、事業提案により重点的、一体的に行う取組を支援する。

みやぎ環境交付金事業

再生可能エネル
ギー室

国の「平成２３年度地域環境保全対策費補助金」（いわゆる「平成２３年度地域グリーンニューディー
ル基金」）を活用し、再生可能エネルギー等の災害に強い自立・分散型のエネルギーシステムを導
入した環境先進地域（エコタウン）の構築に資する事業を実施するため、地域の防災拠点や公共
施設へ再生可能エネルギー等を導入する市町村等に対し、補助金を交付するもの。

◆補助金　再生可能エネルギー等設備の導入に必要な経費の１０分の１０以内

◆公共施設の例　庁舎、公民館、学校、体育館、警察署、消防署

再生可能エネルギー等導入
地方公共団体支援支援基金
事業

森林整備課

社会貢献活動などを目的に、企業や団体等が行う森づくり活動のフィールドとして、県有林の
一部を活用し、民間参加・協力型の県有林整備を進める。
【フォレストメイキング】
・協定に基づき、企業等が主体的に活動するタイプ

【フォレストパートナー】　
・森の命名権料を原資に、県が主体的に森林整備を行うタイプ

年度末における協定締結数　延べ２５件（１３６ha）

わたしたちの森づくり事業

環境政策課
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第４部　環境保全に関する各主体の取組

７　市町村環境行政担当一覧

ＦＡＸ番号電話番号廃棄物担当課環境・公害担当課自然保護担当課市町村名

０２２－２６８－２８６１
（環境局総務課）０２２－２６１－１１１１（代表）

ごみ減量推進課
廃棄物管理課
廃棄物指導課

環境企画課
環境共生課
環境対策課

環境共生課
仙 台 市

市

kan００７０１０@city.sendai.jp（環境局総務課）e-mailアドレス
http://www.city.sendai.jpＨＰアドレス

０２２５－２２－６１２０（環境課）０２２５－９５－１１１１（代表）廃棄物対策課環境課環境課
石 巻 市 isenv@city.ishinomaki.lg.jpe－maiアドレス

http://www.city.ishinomaki.lg.jpＨＰアドレス
０２２－３６５－３３７９（環境課）０２２－３６５－３３７７（環境課）環境課環境課水産振興課・土木課

塩 竈 市 kankyou@city.shiogama.miyagi.jp （環境課）e-mailアドレス
http://www.city.shiogama.miyagi.jp/ＨＰアドレス

０２２６－２４－３５６６（代表）０２２６－２２－６６００（代表）廃棄物対策課環境課農林課・都市計画課・観光課
気仙沼市 kankyo@kesennuma.miyagi.jp（環境課）e-mailアドレス

http://www.kesennuma.miyagi.jpＨＰアドレス
０２２４－２２－１３１６
（生活環境課）０２２４－２５－２１１１（代表）生活環境課生活環境課農林課・生涯学習課・上下水

道事業所
白 石 市 seikatsu@city.shiroishi.miyagi.jp（生活環境課）e-mailアドレス

http://www.city.shiroishi.miyagi.jp/ＨＰアドレス
０２２－３８４－３１０２
（クリーン対策課）０２２－３８４－２１１１（代表）クリーン対策課クリーン対策課農林水産課・クリーン対策課

名 取 市 kuritai@city.natori.miyagi.jp（クリーン対策課）e-mailアドレス
http://www.city.natori.miyagi.jp/ＨＰアドレス

０２２４－６３－４８６２
（生活環境課）

０２２４－６３－２１１８
（生活環境課）生活環境課生活環境課農政課・生活環境課

角 田 市 seikatsu@city.kakuda.lg.jp（生活環境課）e-mailアドレス
http://www.city.kakuda.lg.jp/ＨＰアドレス

０２２－３６８－２３６９
（生活環境課）０２２－３６８－１１４１（代表）生活環境課生活環境課農政課・道路公園課・都市計

画課・生活環境課
多賀城市 kankyo@city.tagajo.miyagi.jp（生活環境課）e-mailアドレス

http://www.city.tagajo.miyagi.jp/ＨＰアドレス
０２２３－２２－１２６４
（生活環境課）０２２３－２２－１１１１（代表）生活環境課生活環境課農政課・生活環境課

岩 沼 市 kankyou@city.iwanuma.miyagi.jp（生活環境課）e-mailアドレス
http://www.city.iwanuma.miyagi.jp/ＨＰアドレス

０２２０－５８－３３４５（環境課）０２２０－５８－５５５３（環境課）環境課環境課
産業政策課
文化財文化振興室
環境課登 米 市

kankyo@city.tome.miyagi.jp（環境課）e-mailアドレス
http://www.city.tome.miyagi.jp/ＨＰアドレス

０２２８－２２－０３５０(環境課）０２２８－２２－１１２２(代表）環境課環境課農林振興課・環境課
栗 原 市 kankyo@kuriharacity.jp(環境課）e-mailアドレス

http://www.kuriharacity.jp/ＨＰアドレス
０２２５－８２－１８４６（環境課）０２２５－８２－１１１１（代表）環境課環境課環境課・農林水産課

東松島市 kankyou@city.higashimatsushima.miyagi.jp(環境課）e-mailアドレス
http://www.city.higashimatsushima.miyagi.jp/ＨＰアドレス

０２２９－２４－２２４９
（環境保全課）

０２２９－２３－６０７４
（環境保全課）環境保全課環境保全課農林振興課

大 崎 市 kankyo@city.osaki.miyagi.jp(環境保全課）e-mailアドレス
http://www.city.osaki.miyagi.jp/ＨＰアドレス

０２２－３５８－３１８９
（市民生活課）０２２－３５８－３１１１（代表）総務部市民生活課総務部市民生活課企画部産業振興課・建設部都

市計画課
富 谷 市 shiminseikatsu@tomiya-city.miyagi.jp（市民生活課）e-mailアドレス

http://www.tomiya-city.miyagi.jp/ＨＰアドレス
０２２４－３３－３２８４
（環境政策課）０２２４－３３－２２１１（代表）環境政策課環境政策課農林観光課

蔵 王 町
刈
田
郡

kankyou@town.zao.miyagi.jp（環境政策課）e-mailアドレス
http://www.town.zao.miyagi.jp/ＨＰアドレス

０２２４－３７－２５７７
（町民税務課）０２２４－３７－２１１１（代表）町民税務課ふるさと振興課・町民税

務課農林建設課
七ケ宿町 shichi１２@town.shichikashuku.miyagi.jp（町民税務課）e-mailアドレス

http://www.town.shichikashuku.miyagi.jp/ＨＰアドレス
０２２４－５３－３８１８（代表）０２２４－５３－２１１１（代表）町民生活課町民生活課農政課・町民生活課

大河原町
柴
田
郡

kankyo１@town.ogawara.miyagi.jp（町民生活課）e-mailアドレス
http://www.town.ogawara.miyagi.jp/ＨＰアドレス

０２２４－８３－２９５２
（町民生活課）０２２４－８３－２１１１（代表）町民生活課町民生活課農林課・企画財政課・建設課

村 田 町 mura－sei@town.murata.miyagi.jp（町民生活課）e-mailアドレス
http://www.town.murata.miyagi.jp/ＨＰアドレス

環境政策課▼表４−１−３　
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ＦＡＸ番号電話番号廃棄物担当課環境・公害担当課自然保護担当課市町村名

０２２４－５５－４１７２（代表）０２２４－５５－２１１１（代表）町民環境課町民環境課農政課
柴 田 町

柴
田
郡

environment@town.shibata.miyagi.jp（町民環境課）e-mailアドレス
http://www.town.shibata.miyagi.jp/ＨＰアドレス

０２２４－８５－１９０７
（町民生活課）０２２４－８４－２１１１（代表）町民生活課町民生活課農林課・地域振興課

川 崎 町 kawasaki１@town.kawasaki.miyagi.jp（町民生活課）e-mailアドレス
http://www.town.kawasaki.miyagi.jp/ＨＰアドレス

０２２４－７２－３０３９
（町民税務課）

０２２４－７２－３０１２
（町民税務課）町民税務課町民税務課農林課

丸 森 町
伊
具
郡 seikatsu@town.marumori.miyagi.jp（町民税務課）e-mailアドレス

http://www.town.marumori.miyagi.jp/ＨＰアドレス
０２２３－３４－６１７８
（町民生活課）

０２２３－３４－１１１３
（町民生活課）町民生活課町民生活課農林水産課・町民生活課

亘 理 町
亘
理
郡

kankyo１@town.watari.miyagi.jp（町民生活課）e-mailアドレス
http://www.town.watari.miyagi.jp/ＨＰアドレス

０２２３－３７－１１１２
（町民生活課）

０２２３－３７－１１１２
（町民生活課）町民生活課町民生活課産業振興課・町民生活課

山 元 町 chouminseikatsu.s@town.miyagi－yamamoto.lg.jp（町民生活課）e-mailアドレス
http://www.town.yamamoto.miyagi.jp/ＨＰアドレス

０２２－３５４－５７８２（総務課）０２２－３５４－５７０１（代表）総務課総務課産業観光課
松 島 町

宮
城
郡

info@town.matsushima.miyagi.jp（代表）e-mailアドレス
http://www.town.matsushima.miyagi.jp/ＨＰアドレス

０２２－３５７－５７４４
（役場共有）

０２２－３５７－７４５４
（環境生活課）環境生活課環境生活課産業課

七ケ浜町 kankyou@shichigahama.com（環境生活課）e-mailアドレス
http://www.shichigahama.comＨＰアドレス

０２２－７６７－２１０５
（生活安全課）０２２－７６７－２１１１（代表）生活安全課生活安全課都市整備課・産業振興課

利 府 町 seikatu@rifu－cho.com（生活安全課）e-mailアドレス
http://www.town.rifu.miyagi.jp/ＨＰアドレス

０２２－３４５－４８５２（代表）０２２－３４５－１１１１（代表）町民生活課町民生活課・まちづくり
政策課産業振興課・町民生活課

大 和 町

黒
川
郡

seisaku@town.taiwa.miyagi.jp（まちづくり政策課）e-mailアドレス
http://www.town.taiwa.miyagi.jp/ＨＰアドレス

０２２－３４７－６１２３（町民課）０２２－３５９－３１１１（代表）町民課町民課農政商工課
大 郷 町 eisei@town.miyagi－osato.lg.jp（町民課）e-mailアドレス

http://www.town.miyagi－osato.lg.jp/ＨＰアドレス
０２２－３４７－２１１０
（住民生活課）

０２２－３４１－８５１２
（住民生活課）住民生活課住民生活課産業振興課

大 衡 村 jyuumin@village.ohira.miyagi.jp（住民生活課）e-mailアドレス
http://www.village.ohira.miyagi.jp/ＨＰアドレス

０２２９－６５－４４００ 
(町民生活課）０２２９－６５－２１１１ （代表）町民生活課町民生活課産業振興課

色 麻 町
加
美
郡

kankyo@town.shikama.miyagi.jp（町民生活課）e-mailアドレス
http://www.town.shikama.miyagi.jp/ＨＰアドレス

０２２９－６３－４３２１（町民課）０２２９－６３－３１１２（町民課）町民課町民課農林課
加 美 町 tyoumin@town.kami.miyagi.jp(町民課）e-mailアドレス

http://www.town.kami.miyagi.jp/ＨＰアドレス

０２２９－４３－２６９３０２２９－４３－２１１３　町民生活課　町民生活課農林振興課
涌 谷 町

遠
田
郡

gr－seikatsu@town.wakuya.miyagi.jp（町民生活課）e-mailアドレス
http://www.town.wakuya.miyagi.jp/ＨＰアドレス

０２２９－３３－２１４１
（町民生活課）０２２９－３３－２１１１（代表）町民生活課町民生活課産業振興課

美 里 町 chomin@town.misato.miyagi.jp（町民生活課）e-mailアドレス
http://www.town.misato.miyagi.jp/ＨＰアドレス

０２２５－５３－５４８２（町民課）０２２５－５４－３１３１（代表）町民課町民課産業振興課
女 川 町

牡
鹿
郡

kankyo@town.onagawa.miyagi.jp（町民課）e-mailアドレス
http://www.town.onagawa.miyagi.jp/ＨＰアドレス

０２２６－４６－２６０７
（環境対策課）

０２２６－４６－５５２８
（環境対策課）
０２２６－４６－２６００（代表）

環境対策課環境対策課産業振興課
生涯学習課（文化財担当）

南三陸町
本
吉
郡 kankyou@town.minamisanriku.miyagi.jp　（環境対策課)e-mailアドレス

http://www.town.minamisanriku.miyagi.jp/ＨＰアドレス
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第４部　環境保全に関する各主体の取組

1　事業者の役割
今日の環境問題は、事業活動や私たちの日常生

活と結びついており、その解決のためには、一人
一人が環境問題を自らの問題として捉え、環境負
荷の少ない生活や事業活動を実践していくことが
必要です。
環境基本条例では、自らの事業活動が環境への

負荷の原因となる事業者に対して、次のように規
定されています。

このことを受けて、環境基本計画では、環境マ
ネジメントシステムの導入による環境保全に取り
組む体制を整備するとともに、事業活動に伴って
生じる公害の防止、緑化の推進及び省エネル
ギー・省資源等の徹底などの取組を自主的・積極
的に行うことを提示しており、事業者には、事業
活動の全ての段階において、環境の保全に配慮す
ることと環境負荷削減に向けた取組を期待してい
ます。

2　事業者の取組状況
事業者の自主的な環境の取組として、ISO１４００１

の認証取得のほか、「エコアクション２１」や「みち
のくEMS」等の規格の認証を取得する事業者がい
ます。これらの環境マネジメントシステムは、
ISO１４００１と比較して認証取得費用や人的負担等
が軽減されており、中小規模の事業者が取り組み
やすいシステムとされています。
組織として環境マネジメントシステムを構築す

ることは、企業価値を高める有効な手段であり、
将来を見据えて必要なことです。
なお、環境配慮の取組を始めようとする事業者

に対する初歩ステップとして、県は、「みやぎe行
動（eco do!）宣言登録」の事業版である「わが社
のe行動（eco do!）宣言登録」の普及啓発に取り
組んでいます。
また、「環境レポート」や「CSRレポート」と題
した環境報告書を作成し、公表する事業者が拡大
しつつあります。
さらに、地域との交流の一環として、環境保全

活動への参加や小中学校等での出前講座の実施な
ど、事業者の環境問題・環境保全の取組に対する
意識の高まりがうかがえます。

１　事業者の役割及び取組状況
第２節　事業者・民間団体・個人の取組

環境政策課

【環境基本条例で規定されている事業者の責務】
煙事業活動を行うに当たっては、環境への負荷の低減そ
の他環境保全のために必要な措置を講ずる責務を有す
る。
煙事業活動に関し、良好な環境の保全及び創造に自ら努
めるとともに、県又は市町村が実施する施策に協力す
る責務を有する。

1　民間団体の役割
県民や事業者により組織され、緑化活動、リサ
イクル運動、啓発活動、調査研究及びその他の環
境保全に関する活動を行う営利を目的としない民
間団体は、公益的視点から組織的に活動を行うこ
とにより、県民や事業者が単独で活動を行うこと
に比べ大きな活動効果が期待されます。
民間団体は、県民・事業者では手が届きにくい、

草の根の活動や民間国際協力などきめ細やかな活
動を広範囲で展開しており、環境基本計画では、
緑化運動、リサイクル活動、緑のトラスト活動及
び国際的な活動など、環境保全に関する種々の調
査研究や環境に関する啓発活動などを提示し、そ
れらの活動を促進することとしています。
 

２　民間団体の役割及び取組状況
環境政策課・共同参画社会推進課

2　民間団体の取組状況
県内には、NPO法人認証を取得し、環境保全に
関する活動を行う団体が、平成２７年度末現在で
２４５件あります。
環境保全に関する民間団体では、バイオマス・

自然エネルギーに関する事業、自然環境保護事
業、リサイクル事業、水・河川環境保護、森林整
備、農業用水の環境保全及び地域の資源を生かし
た事業など様々な活動が行われています。
※２４２団体の一覧については、環境政策課ホームページ内の「平成２８年
版宮城県環境白書＜資料編＞」の表４－２－２にてご覧いただくこと
ができます。
（http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kankyo-s/
hakusyofram.html）
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県民や事業者などの各主体の環境配慮行動を促
進する方策として、平成１９年６月より「みやぎe行
動（eco do!）宣言※登録」の普及に取り組んでお
り、平成２７年度末での登録数は４０，１２２件（県民
３９，４４２人、事業所６８０社）になりました。
私たちは、大量生産・大量消費・大量廃棄型の

社会経済活動を続けた結果、地球温暖化をはじめ

とした環境問題に直面することになりました。
そのため、事業者や団体だけでなく、各個人が

「エネルギーを節約しよう」「資源を大切に使おう」
といった「身近にできること」から取り組み、自
らのライフスタイルを見直すことが重要です。

３　個人の取組
環境政策課

▲個人でできる環境配慮行動の一例（みどりの小道環境日記２０１６宮城版より抜粋）

（※みやぎe行動（eco do!）宣言については、第３部第５
章第３節の記述も御参考ください。） 

1　県の役割
宮城県は、平成９年３月に「宮城県環境基本計

画」を策定し、各環境施策を総合的に推進する一
方、翌年２月に策定した「宮城県環境保全率先実
行計画（以下「計画」という。）」により、事業者・
消費者の立場から、自らの事務事業の中で、エネ
ルギー使用量の抑制や廃棄物の３Ｒ、グリーン購
入等の環境配慮行動を率先して推進してきまし
た。　平成２７年度は、第４期計画が終期を迎えた
ことから、地球温暖化対策が喫緊の課題であるこ
とを踏まえて、地球温暖化対策と、省エネルギー
対策を重視した、新たな第５期計画を策定しまし
た。これらの取組が、県民や事業者、市町村等へ
広がることを目指し、計画に基づき、より一層の
環境負荷の低減に努めます。
 

2　計画の目標達成状況
宮城県は、平成２１年４月からISO１４００１環境マネ

ジメントシステムの運用と宮城県環境保全率先実
行計画の進行管理とを統合した独自の「宮城県環
境マネジメントシステム」を確立し、計画の進行
管理を行っています。平成２７年度（第４期計画最
終年度）における計画の目標達成状況は、温室効
果ガスの排出量（二酸化炭素換算）が、基準年度
（平成２１年度）比１１．４％（約９，０３１t−CO2）の削減
となり、目標の５％削減を達成しているほか、廃
棄物の発生量、庁舎内での燃料使用量（熱量換
算）、庁舎での水使用量の目標、及びエネルギーの
使用の合理化等に関する法律に係る７つ原単位の
目標のうち、４つの目標を達成しています。しか
し震災後の業務量の増加を背景として、用紙類
（コピー用紙及び印刷用紙）の購入量や庁舎内での
電気使用量などの目標において非達成となりまし
た。

４　県の取組
環境政策課
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第４部　環境保全に関する各主体の取組

▼表４−２−２　宮城県環境保全率先実行計画の目標達成状況（指定管理施設を含まない目標）

目標達成
状況

平成２７年度
実績の前年
度比（％）

平成２７年度
実績の基準
年度比（％）

平成２７年度
実績値

基準
（平成２１）
年度値

最終年度
目標単位項　　　　　目

９５．７１４６．４１９８．７１３５．７基準年度
以下を
維持

百万枚①用紙類（コピー用紙及
び印刷用紙）の購入量

用紙類の使用量
の抑制

１０４．８６６．７３，６０７５，４０９トン②廃棄物の発生量廃棄物の減量化
とリサイクルの
推進 ９３．８－３４．６３１．１廃棄物発生量

の５０％以上％③廃棄物の再資源化率

９８．２９５．３７３，５０９７７，１３１

基準年度の
９５％以下

千kWh④庁舎内での電気使用量

省エネルギーの
推進 １１３．４１１７．３２８，１３４２３，９７８GJ

⑤公用車の燃料使用量
（熱量換算）（警察の緊
急車両を除く）

９６．６６９．２１９５，５７１２８２，５６２GJ⑥庁舎内での燃料使用量
　（熱量換算）

８３．７７６．７７６９１，００３千㎥⑦庁舎での水使用量水資源の効率的
利用

９９．１８８．６６９，８７９７８，９１０トン⑧温室効果ガスの排出量
　（二酸化炭素換算量）

温室効果ガスの
排出量の削減

※１　目標達成状況におけるマークの意味は以下のとおりです。
 ：年度目標を達成した項目
 ：年度目標は未達成であるが、前年度数値から改善している項目
 ：年度目標は未達成であり、かつ前年度数値を改善できなかった項目

▼表４−２−３　宮城県環境保全率先実行計画の目標達成状況（指定管理施設を含む目標）

目標達成
状況

平成２７年度
実績の前年
度比（％）

平成２７年度
実績の基準
年度比（％）

平成２７年度
実績値

基準
（平成２１）
年度値

最終年度
目標原単位算定指標特定事業者項　　目

１０１．８７７．８０．０１４２５０．０１８３２

基準年度の
９５％以下

⑨延床面積（㎡）
知事部局等

原単位

９７．８８９．１０．１３２７３０．１４８９８⑩下水処理水量
　（千㎥）

８３．６２４２．６０．０２８１４０．０１１６０⑪延床面積（㎡）

企業局 １１２．６８８．２０．０１４３６０．０１６２８⑫送水量（千㎥）

９４．１９８．５０．０２０９９０．０２１３０⑬配水量（千㎥）

９０．５９０．２０．０１０７１０．０１１８８⑭延床面積（㎡）教育委員会

１０４．５９６．９０．０２５４７０．０２６２９⑮延床面積（㎡）警察本部

<原単位について>
「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)」により、県組織は４つ(知事部局等、企業局、教育委員会、警
察本部)に分類され、各組織のエネルギーの使用に密接に関係する単位(延床面積や下水処理水量)と関連付けられた原単
位(エネルギー効率)を、年１％改善することとなっています。

3　グリーン購入の推進
宮城県では、環境に配慮した物品・役務や環境
に配慮した事業活動をしている事業者が適切に評
価される市場の形成を促進し、環境への負荷の少
ない持続的発展が可能な地域社会の構築に寄与す
ることを目的として、全国に先駆けて平成１８年３
月に「グリーン購入促進条例」を制定し、平成１８
年４月に施行されました。　同条例に基づき、グ

リーン購入の推進に関する基本方針及び計画を定
め、県の事務事業において重点的に調達を推進す
べき環境配慮物品等について積極的に調達を行っ
ているほか、グリーン購入の促進に資すると認め
られる環境物品等を「宮城県グリーン製品」とし
て認定し、県発注の公共工事において利用するな
ど、普及拡大に努めています。
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4　業務委託等における環境配慮の推進
宮城県では、各種調査、施設管理等の業務を委

託する際に、環境配慮事項を仕様書に記載する等
の方法により、事業者に環境配慮の実施を要請す
る取組を実施しています。平成２７年度は、年度内
に契約を締結し、業務が完了した１，７９９件のうち、

１，３１２件（７２．９％）について要請を行いました。今
後とも業務委託を通して事業者に環境配慮の要請
を行い、取組を社会へ波及させていくよう努めま
す。


